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甲府市建築行政支援システム更改業務委託に係わる 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

本業務は、平成２８年度に構築した「甲府市建築行政支援システム」の使用期限を

迎えるにあたり、円滑にシステムを使用できるよう安全かつ確実に本システムの環境

再構築、移行作業を行うとともに、システムの操作性向上や機能を追加することによ

り、本市における建築物等の情報管理の適正化、効率化と建築相談及び証明書発行業

務の迅速化を実現することを目的とするものである。 

この実施要領は、甲府市建築行政支援システム更改業務の委託事業者を、豊富な経

験と高い専門知識を有する事業者から「公募型プロポーザル」により選定するために

必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

甲府市建築行政支援システム更改業務委託 

（２）業務内容 

「甲府市建築行政支援システム更改業務委託仕様書」による 

（３）納入場所 

甲府市まちづくり部まち開発室建築指導課 

（４）履行期間 

契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

（５）提案上限額 

２５,１４６,０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１）本市の物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいずれ

にも該当していないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続等及び民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続等開始の申立てがなされていな

いこと。 

（４）本業務委託の公告の日から契約締結の日までの期間に、「甲府市物品供給（入

札等）制度要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第
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２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。また、

法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（６）法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納をしていないこと。 

（７）過去１０年以内に地方公共団体から発注された、GISと連携した建築確認シス

テムの構築業務（更改業務を含む）の業務履行実績（LGWAN-ASP型）を有する者

であること。 

（８）品質管理の観点から、契約拠点及び作業担当部署等において、以下の認証を受

けていること。 

・ISO/IEC27001（情報セキュリティマネジメントシステム） 

・JISQ15001（プライバシーマーク） 

・ISO/IEC27017（ISMSクラウドサービスセキュリティマネジメントシステム） 

・ISO  9001（品質マネジメントシステム） 

（９）下記の技術者を適切に配置できること。 

   また、下記の技術者のうち１名以上は、「空間情報総括監理技術者」の有資格者

であること。 

   なお、同種・類似業務実の区分詳細は様式４－１、４－２、４－３を参照するこ

と。 

【管理技術者】 

・1名配置すること。 

・同種業務実績を有していること。 

【照査技術者】 

・1名配置すること。 

・同種業務実績若しくは類似業務実績を有していること。 

【担当技術者】 

・1名以上配置すること。 

・同種業務実績若しくは類似業務実績を有していること。 

 

４ スケジュール 

項  目 期  日 

１ プロポーザルの公告 令和８年４月 ６日（月） 

２ 質問受付期間 令和８年４月 ９日（木） 午後５時必着 

３ 質問と回答の公表 令和８年４月１３日（月） 

４ 参加表明書および企画提案

書等の提出期限 

令和８年４月２４日（金） 午後５時必着 

５ プレゼンテーション 令和８年５月１３日（水） 

６ 審査結果の通知と公表 令和８年５月１５日（金） 
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７ 優先交渉権者との契約交渉 令和８年５月下旬 

８ 契約手続き 令和８年５月下旬 

 

５ 参加に係わる必要書類の提出 

「３ 参加資格要件」を満たし、本手続に参加する場合は、次の必要書類を提出す

ること。 

 

 名称 様式及び添付書類等 

ア 参加表明書 【様式１】 

・代表者印等を押印のこと。 

イ 業務実績書 【様式２】 

・LGWAN-ASP による GIS と連携した「建築確認シス

テム構築または更改業務」 

・元請け完了実績とし、公告日現在も継続稼働中で

あること。 

ウ 業務体制表 【様式３】 

・契約締結後における業務の実施体制（担当者等

の氏名、所属及び担当する業務等）について記入

すること。 

エ 配置予定技術者調書 【様式４－１】 

・管理技術者について記載 

【様式４－２】 

・照査技術者について記載 

【様式４－３】 

・担当技術者について記載 

※必要書類を添付すること。 

オ 企画提案書 ・表紙は【様式５】とし、その他は任意様式とす

る。 

・仕様書の目的、業務内容を踏まえ、次のA～Dの

事項について具体的な手法や業務の進め方等を記

載すること。 

A 実施方針 

B 業務内容  

C 業務工程 

D その他有益な提案（任意） 

・用紙はＡ４版、横書き、文字サイズ１１ポイン
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ト以上とする。 

・表紙および目次を除いて２０ページ以内で両面

印刷とする。 

※Ａ３版の資料を挿入する場合は、片面印刷と

し、Ａ４版２ページ分とカウントする。（Ａ４サ

イズに折ること。） 

カ 機能要件一覧 仕様書別紙「機能要件一覧」 

・対応可否を記入すること。 

・対応不可の項目がある場合は、失格とする。 

キ 見積書 任意様式 

・具体的な積算内訳を記載すること。 

・見積額は、消費税及び地方消費税を含む額とす

る。 

 

６ 質問書の提出期限、提出方法及び場所 

当該委託業務の公募に関して質問がある場合は、次のとおり提出すること。 

（１）提出書類 

質問書【様式８】 

（２）提出期限 

令和８年４月９日（木）午後５時までとする。 

（３）提出方法 

質問書を添付した電子メールにて提出すること。 

（４）提出先 

「15 連絡先」に記載のメールアドレスに提出すること。 

 

７ 質問への回答 

令和８年４月１３日（月）までに甲府市ホームページへ掲載する。 

なお、質問のあった事業者名は公表しない。 

 

８ 参加表明書および企画提案書等の提出期限、提出方法及び場所 

（１）提出書類 

ア 参加表明書【様式１】                     １部 

イ 業務実績書【様式２】                     ８部 

ウ 業務体制表【様式３】                     ８部 

エ 配置予定技術者調書【様式４－１、４－２、４－３】        ８部 

オ 企画提案書（表紙は【様式５】を用いること）          ８部 
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カ 機能要件一覧                           １部 

キ 見積書                            １部 

ク 誓約書【様式６】                       １部 

ケ 法人税並びに消費税及び地方消費税の未納が無いことを 

証する書類の写し                       １部 

コ 企業の認証を証する書類の写し                 １部 

サ 企業の実績を証する書類の写し                 １部 

シ 配置予定技術者の資格を証する書類の写し            １部 

ス 配置予定技術者の雇用関係を証する書類の写し          １部 

セ 配置予定技術者の実績を証する書類の写し            １部 

ソ 外部委託先に関するセキュリティ要件のチェックシート【様式７】 １部 

（２）提出期限 

令和８年４月２４日（金）午後５時までとする。 

（３）提出方法 

持参又は郵送。持参の場合は、平日の午前９時から午後５時までとする。 

（４）提出先 

「15 連絡先」に提出すること。 

 

９ プレゼンテーション 

（１）日時・会場 

ア 実施場所：甲府市役所 本庁舎４階 市民対話室 

イ 日  程：令和８年５月１３日（水）（詳細は別途通知する。） 

※ 社会情勢により、リモート（Web方式）で実施する場合もある。 

（２）出席者 

４名以内とする。 

（３）実施方法 

ア 時間は５５分とする。（プレゼンテーション及びデモンストレーション４０

分、質疑応答１５分） 

イ プレゼンテーションに必要な場合は、会場に用意するプロジェクター及びス

クリーンの使用を可とする。ただし、パソコン等の機器は持参のこと。 

ウ プレゼンテーションは、企画提案書等の提出書類に記載した内容で行うこと。

別途資料配布（追加提案を含む）は認めない。 

エ デモンストレーションは、導入を前提としたシステムで実施すること。庁内

LGWAN環境で行うことが望ましい。 

オ デモンストレーションは、建築確認及び空き家関連データ等の台帳管理（自

動取込機能含む）、帳票出力、台帳検索、集計機能、図形出力等の標準パッケー



6 

 

ジ機能に加え、行政事務の効率化に資する観点から有益となる提案について実

演してください。 

 

10 審査方法 

（１）優先交渉権者の選考 

本業務の受託者選考に当たっては、「優先交渉権者選考審査基準」（以下「審査基

準」という。）に基づき、「甲府市建築行政支援システム更改業務受託者選考審査委

員会」において審査し、各委員の評価点の合計により各提案者の順位を決め、第１

位の者を第１優先交渉権者とし、第２位の者を第２優先交渉権者として選考する。 

（２）審査 

書類、プレゼンテーション及び見積金額について、総合的に審査を実施する。 

（３）審査結果 

審査を受けた各事業者に対し、文書及び電子メールにて審査結果を通知する。ま

た、審査結果（第１及び第２優先交渉権者については、その名称まで）を甲府市ホ

ームページへ掲載する。 

審査結果通知日は令和８年５月１５日（金）とする。 

（４）その他 

ア 審査は非公開とする。 

イ 総得点が１位であっても仕様書に沿わない場合や得点が著しく低い審査項

目がある場合は、第１優先交渉権者に選定しないことがある。 

ウ 評価点の合計が同点の場合は、審査項目である提案、機能要件、実績・体制、

価格、プレゼンテーション等の順で、より上位点を獲得した者を優先交渉権者

とする。 

エ 第１優先交渉権者と市は仕様並びに価格等の協議を行う。協議が整わない場

合、市は第２優先交渉権者と協議を行い、受託者を決定する。 

オ 参加申込者が１者の場合であっても審査を実施し、価格点を除いた評価点の

得点率が６割以上である場合は、その事業者を交渉権者として選考し、上記協

議を行う。 

カ いずれの参加者も価格点を除いた評価点の得点率が６割に満たなかった場

合は、最高得点者に対してヒアリングを行い、提案内容の変更等を協議のうえ、

価格点を除いた評価点の得点率６割を上回る変更を行った場合のみ、当該最高

得点者を優先交渉権者とする。上記以外の場合は、本プロポーザルは不調とす

る。 

キ 優先交渉権者は、協議を行う際、プレゼンテーション時の質疑応答において

確認された業務内容に関する記録を提出することとする。 
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11 契約及び支払方法 

受託者は、本市と随意契約を締結し受託業務を実施する。なお、本市は、業務完了

後、検査を経て、委託料を受託者に支払うこととする。 

 

12 参加申込者の失格 

参加申込者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）「３ 参加資格要件」を満たさなくなった場合 

（２）提出書類等に虚偽の記載があった場合 

（３）審査の公平性を害する行為や一連の公募手続を通じて著しく信義に反する行為

があり、委員会が失格と認めた場合 

（４）参加申込者が、契約を履行することが困難と認められる状態に至った場合 

 

13 辞退 

参加申込後に辞退する場合には、参加に係わる必要書類の提出期限までに参加辞退

届【様式９】を提出すること。参加辞退は自由であり、辞退した場合においても、以

後、本市が発注する業務等において不利益な取り扱いは行わない。 

 

14 その他 

（１）参加申込及び企画提案等、応募に関わる全ての経費は、参加申込者の負担とす

る。 

（２）本市は、提出された関係書類等は返却しない。 

（３）本市は、提出された関係書類等の機密保持には十分配慮する。 

（４）本市は、提出された企画提案書等は当該審査以外に無断で使用しない。 

 

15 連絡先 

甲府市まちづくり部まち開発室建築指導課（担当：鈴木） 

〒400－8585 甲府市丸の内一丁目１８番１号 

（電話）055－237－5824 

（ファックス）055－232－4834 

（メールアドレス）tosiksido@city.kofu.lg.jp 

 


